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空飛ぶクルマ社会実装加速化事業・ 

リニア駅周辺におけるバーティポート設置調査等に係る委託業務 

「公募型プロポーザル方式」企画提案募集要項 

 

次のとおり、公募により法人等から企画提案を募集し、その内容を審査して、最良の提

案をした者を選定し、随意契約の相手方の候補者とする手続き（以下「公募型プロポーザ

ル方式」という。）を実施します。 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎 

令和８年４月１５日 

 

１ 業務の目的 

「空飛ぶクルマ」は、電動で垂直離着陸する次世代モビリティであり、空の移動をよ

り身近にする新たな移動サービスとして、国内外の様々な地域において社会実装に向け

た検討が進められている。日本においては、2025年の大阪・関西万博での商用運航の実

現をマイルストーンとして検討が進められ、地方においては、過疎地域の交通や救急医

療、災害救助等の地域課題の解決や、観光・レジャーなどの新たなビジネスの創出に大

きな役割を果たすことが期待されている。 

同時に、安全・安心な空飛ぶクルマの運航に不可欠な専用離着陸場（以下、「バーテ

ィポート」という。）については、国において令和5年12月にバーティポート整備指針

が示され、実用化に向けた制度整備が進みつつある。 

本県においても、将来ビジョン策定や有望ルート・離着陸場候補地調査など、事業環

境整備に向けた検討を実施し、バーティポートとしてのポテンシャルの高い候補場所と

して、リニア山梨県駅周辺が調査結果として抽出されたところ。 

リニア駅周辺エリアにおけるバーティポートを設置するに際した具体的な地点や課

題、実施ステップ、具体的なビジネスモデルやステークホルダー等を明らかにすること

で、事業環境の整備に向けた検討を加速化することを目的に、本業務を実施するもので

ある。 

 

２ 業務の内容 

(1) 名称 

空飛ぶクルマ社会実装加速化事業・リニア駅周辺におけるバーティポート設置調査 

等に係る委託業務 

(2) 委託内容 

別紙「空飛ぶクルマ社会実装加速化事業・リニア駅周辺におけるバーティポート設 

置調査等に係る委託業務仕様書」（以下「仕様書」という。）による。 
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(3) 委託料 

  予算上限額 金14,488,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための 

ものであることに留意すること。 

(4) 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 企画提案に係るスケジュール 

実施内容 実施日時 

企画提案募集開始 令和８年４月１５日（水） 

説明会の開催 令和８年４月２０日（月）（予定） 

質問票の提出期限 令和８年４月２４日（金）午後５時まで 

企画提案応募資格確認申請書提出期限 令和８年４月２８日（火）午後５時まで 

企画書の提出期限 令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

プレゼンテーション審査 令和８年５月２９日（金）（予定） 

審査結果通知 令和８年６月 １日（月）（予定） 

 

４ 企画提案の参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者でないこ 

と。 

(2) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事 

再生法（平成11年法律第225号）に基づき民事再生手続開始の申し立てがなされてい 

る者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又は法人にあっては 

その役員が暴力団員でないこと。 

(4) 公告の日以降に、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成23年

4月1日）」や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領（平成10年4月1

日）」に基づく指名停止を受けている日が含まれる者でないこと。 

(5) 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税又は地方消費税、すべての都道府

県税を滞納していない者であること。 

(6) この公告の日から審査結果通知日までの間に、地方自治法施行令第167条の4第1項

の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づき山梨県の入札参加の制限を受け

ていない者であること。 

(7) 当該公募案件に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が

ないこと。 
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① 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。  

ア 子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子

会社をいう。イにおいて同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社

等をいう。イにおいて同じ）の関係にある場合  

イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但しアについては、会社等（会社法施行

規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をい

う。 以下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４

号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１４年

法律第１５４ 号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除

く。 

ア 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のう 

ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねてい

る場合 

a．株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

 (a) 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等

委員である取締役 

 (b) 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役  

(c) 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

(d) 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務 

を遂行しないこととされている取締役 

b．会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

c．会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会

社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある

場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。） 

d．組合の理事 

e．その他業務を遂行する者であって、a．からd．までに掲げる者に準ずる者 

イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更 

生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」とい

う。） を現に兼ねている場合 

ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しう

る資本関係又は人的関係があると認められる場合 
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５ 企画提案の参加手続き 

企画提案への参加を希望する者は、次に掲げる(1)提出書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

以下の書類を各１部提出すること。 

ア 企画提案応募資格確認申請書（様式１） 

イ 誓約書（様式２－１） 

ウ 役員名簿（様式２－２） 

エ 履歴事項全部証明書【写し可】（３か月以内に発行されたもの） 

オ 資本関係・人的関係等に関する調書（様式５） 

(2) 提出期限 

令和８年４月２８日（火）午後５時まで 

提出は、平日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

平日とは、山梨県の休日を定める条例（平成元年3月27日条例第6号）に定める県の 

休日を除く日とする。（以下同じ。） 

(3) 提出先 

  「１２ 問い合わせ先」に提出すること。 

(4) 提出方法 

書類提出は、持参または郵便によるものとし、上記期限までに必着のこと。 

 

６ 説明会の開催 

希望者向けにオンラインで説明会を開催する。説明会への参加を希望するものは次の

URLから事前申込を行うこと。 

事前申込フォーム：https://forms.cloud.microsoft/r/qtNX3JBqYZ?origin=lprLink 

 

７ 企画提案に係る質問 

本企画提案及び仕様書に対し質問がある場合には、次に掲げる(1)提出書類を提出す

ること。 

(1) 提出書類 

質問票（様式３） 

(2) 提出期限 

令和８年４月２４日（金）午後５時まで 

(3) 提出方法 

提出は電子メールによる。なお、件名に「【空飛ぶクルマ】バーティポート設置調

査等に係る委託業務プロポーザル質問」を最初に記すこと。 

(4) 提出方法及び提出先 

「１２ 問い合わせ先」に提出すること。 
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(5) 質問に対する回答 

質問に対する回答は、業務募集ページ（https://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/linear-

jks/0804/sorakuru.html）において公開する。その際、質問者名の記載はしない。 

電話や口頭での質問には応じない。また、本企画提案に関係ない質問や本企画提案

に公平性を保てないと判断した場合は回答しないことがある。 

 

８ 企画書の提出、審査 

(1) 企画書の提出 

① 提出書類 

  次のア～ウまでの書類を１セットとして、これを企画書と呼び、次により提出す 

 ること。なお、提出媒体は紙及び電子とする。 

   ア 企画提案書（任意様式） 

   ・企画提案書は原則として両面印刷、左綴じ（Ａ３判折込可）とする。 

    ・文字の大きさは、日本語表記で１１ポイント以上とする。 

    ・企画提案書には、仕様書及び別紙「審査基準」の内容を踏まえ作成するものと 

し、次の項目ごとに、具体的な提案内容を提示すること。 

業務遂行

能力 

 会社規模や過去３年の財務状況 

 業務実施スケジュール 

 プロジェクトチームの編成、人員、協力会社等の推進体制

（経歴、業務に活かすことのできる資格等を含む） 

 当該業務と類似の業務実績、業務遂行のためのノウハウと活

用方法 

企画提案

内容 

 企画コンセプト 

 バーティポートを中心としたエアモビリティに関する専門的

な知見、空飛ぶクルマの最新動向等に関する知見 

 仕様書「３ 業務内容」に記載する業務項目の具体的な実施

手法と実施ステップ 

・調査を効果的に実施するためのリニア駅周辺の計画の棚卸

し手法 

  ・調査を効果的かつ効率的に実施するための課題の抽出方法 

・リニア駅周辺におけるビジネスモデルの構築検討を効果的 

に進めていくためのステークホルダーの洗い出しと巻き込 

み手法 

・調査結果を踏まえて具体的かつ継続的な検討を進めていく 

ための分析手法や提言方法 

※図示するなど分かりやすい記載を心がけること。 

 推進ネットワーク（全体会議、ワーキンググループ）の活動
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を効果的に行うための企画内容・運営支援の方法、企業等と

のネットワークとその活用方法 

 見積額 

イ 過去５年間の同種又は類似事業の実績（様式４） 

ウ 法人の概要書（任意様式） 

    ・定款、パンフレット等でも可とする。 

エ 見積書（任意様式） 

  ・仕様書の内容に沿って作成すること。 

  ・税抜価格、消費税、積算内訳を記載すること。 

  ・見積額は予算上限額の範囲内とすること。 

② 提案数 

１参加者につき１件とする。 

③ 提出部数 

１２部（正本１部、副本１１部） 

④ 提出期限 

令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

受付は、平日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

⑤ 提出先 

 「１２ 問い合わせ先」に提出すること。 

 ⑥ 提出方法 

紙媒体については持参または郵便により、期限までに提出先に必着のこと。電子媒 

体についても、期限までに電子メールにて提出すること。 

  ⑦ その他 

   提出期限後における企画書の再提出、差し替えは一切認めない。 

(2)企画提案のプレゼンテーション審査 

   企画提案に係るプレゼンテーションを次のとおり実施する。 

① 実施日時・場所 

日時：令和８年５月２９日（金）予定 

場所：山梨県庁（山梨県甲府市丸の内１－６－１） 

※詳細な時間及び場所は個別に通知する。 

② プレゼンテーション時間 

１者３０分（企画提案説明１５分、質疑１０分、準備・入退室５分） 

③ その他 

 ・プレゼンテーションでは、提出した企画書に沿って説明を行うこととし、当日の 

追加資料は認めない。 

・プレゼンテーションに参加しない場合は、選定から除外する。 

・プロジェクター及びスクリーンは山梨県で用意する。 
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   ・感染症等の状況によっては、書類審査のみ又はオンラインでのプレゼンテーショ 

ンとする場合がある。 

④ 結果の通知 

  令和８年６月１日（月）（予定）に、プレゼンテーションを行った者全員にメー 

ル及び書面で通知する。 

 

９ 審査について 

(1) 選考方法 

別紙「審査基準」に基づき総合的に審査し、第 1 位の者を契約締結候補者とす

る。なお、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

(2) 企画提案の無効 

次のいずれかに該当する場合、企画提案は無効とする。 

① 本募集要項に定める手続き等に合致しない場合 

② 提案に関する談合、提出書類の虚偽記載、その他の不正行為があった場合 

 

１０ 契約 

(1) 契約の方法 

審査第１位の候補者と協議を行い、随意契約により契約を締結する。ただし、第１ 

位の候補者と協議が整わない場合は、次点の者と協議する。 

(2) 契約保証金 

   契約を締結しようとする者は、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の

金額を、契約日に納付しなければならない。ただし、山梨県財務規則（昭和 39 年山梨

県規則第 11 号）第 109 条の 2 各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

(3) その他 

企画提案の内容について、委託契約締結後、金額の範囲内で変更する場合がある。 

 

１１ その他 

(1) 本県の「「空の移動革命」実現に向けた取り組み」ページ内に掲載している取組の 

状況及び業務報告資料を参考にしながら企画提案を行うものとする。 

(2) 企画提案に要する費用の一切は、参加者の負担とする。 

(3) 契約を締結するまでの間、「４ 企画提案の参加資格」を満たさない事態が発生し 

た場合は、契約を締結しないことがある。なお、手続きの停止又は契約を解除した場 

合でも、当該業務に要した費用については、一切補償しないものとする。 

(4) 提出された書類は返却しない。 

(5) 参加表明後に企画書の提出を辞退する場合は、不参加表明書（様式任意）によるも 

のとし、企画書の提出期限までに提出すること。なお、企画提案の辞退は自由であ 

り、今後、当該辞退による不利益な取り扱いはしない。 
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(6) 企画提案者が別途設置する「審査委員会」の委員に対して、直接・間接を問わず故 

 意に接触を求めるなど、選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

は失格となる。 

 

１２ 問い合わせ先 

地域デザイン・新交通基盤推進局 地域デザイン・リニア推進グループ 

地域デザイン・リニア推進 

所在地 〒400-8501 甲府市丸の内一丁目６－１ 山梨県庁北別館５階 

電話 055-223-1664（直通）（担当：渡邊） 

メールアドレス linear-dsn@pref.yamanashi.lg.jp 


